
第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０年９月１日から令和５年８月３１日まで）

振興局 漁場番号 漁業権者 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 漁場の位置 漁場の区域 地元地区 制限又は条件 備考

十勝 豊頃海区第１号
大津漁業協同組
合

第一種区画漁業 かき養殖業 １月１日から１２月３１日まで
中川郡豊頃町
地先

別添漁場図のとおり 豊頃町及び浦幌町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
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浜中海区第１号
浜中漁業協同組
合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
うに養殖業

１月１日から１２月３１日まで
厚岸郡浜中町
地先

浜中町

浜中海区第２号
浜中漁業協同組
合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
うに養殖業

１月１日から１２月３１日まで
厚岸郡浜中町
地先

浜中町

厚岸海区第１号
厚岸漁業協同組
合

第一種区画漁業

第三種区画漁業

かき養殖業

あさり養殖業
かき養殖業

１月１日から１２月３１日まで
厚岸郡厚岸町
地先

厚岸町

（第一種区画漁業）区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他の照明による標
識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけれ
ばならない。
（第三種区画漁業）なし

厚岸海区第２号
厚岸漁業協同組
合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業
かき養殖業

１月１日から１２月３１日まで
厚岸郡厚岸町
地先

厚岸町

(1)区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2)定置漁業の漁具の敷設中は、当該漁具から
400メートル以上離して養殖施設を設置しなけれ
ばならない。

昆　海区第１号
昆布森漁業協同
組合

第一種区画漁業
かき養殖業
ほたてがい養殖業

１月１日から１２月３１日まで
釧路郡釧路町
地先

釧路町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

釧路海区第１号
釧路市東部漁業
協同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 釧路市地先
釧路市（阿寒町及び音
別町を除く）

釧路海区第２号
釧路市東部漁業
協同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 釧路市地先
釧路市（阿寒町及び音
別町を除く）

釧路海区第３号
釧路市東部漁業
協同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 釧路市地先
釧路市（阿寒町及び音
別町を除く）

別添漁場図のとおり

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

なし

釧路
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